
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家庭系燃やすごみの有料化に伴い、小売店で行っている燃やすごみの旧指定袋（黄・白色）に貼る証紙シ

ールの販売を、令和 6 年 3 月 31 日で終了します。証紙シールを貼った旧指定袋は当面の間使用できます

が、証紙シールを購入する際は、今後の使用枚数を考慮してください。なお、購入後の証紙シールの返品は

できません。  

※諏訪市役所売店（平日午前 10 時～午後 4 時）でのみ、証紙シールのバラ売りを行っています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪市プレスリリース 市民環境部 環境課 

令和６年（2024 年）2 月 1 日 

燃やすごみ旧指定袋用証紙シールの販売終了 

〒392-8511 長野県諏訪市高島 1-22-30 

長野県 諏訪市 市民環境部 

環境課 環境衛生係 

（担当）武居 

電 話  0266-52-4141（内線 211) 

ＦＡＸ 0266-57-0660（代表） 

メール  kankyou@city.suwa.lg.jp 

家庭系燃やすごみの有料化に伴い、小売店で行っている燃やすごみの旧指定袋（黄・

白色）に貼る証紙シールの販売を、令和 6 年 3 月 31 日で終了します。 
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